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１　はじめに 

下水道事業は、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保全、雨水排水による浸水

防除の役割を担い、快適な市民生活を維持していくために欠かすことのできない

社会インフラの一つであり、将来にわたり安定的な経営の下、下水道サービスを

提供することが責務となっている。 

朝霞市の下水道事業は、昭和４８年に事業認可を得て工事に着手し、昭和５７

年度の供用開始から４３年が経過した。令和６年度末時点での汚水処理人口普及

率は９８％に達している。また、下水道事業の経営においては、令和２年４月に

地方公営企業法を適用し、これまでの官公庁会計から、発生主義を採用する企業

会計へと移行をしたところである。 

下水道事業の経営は独立採算の原則に従い、事業の運営（汚水）に必要な経費

は使用料収入で賄うこととされているが、現状においては一般会計から繰入金と

して多額の補填を受けており、市の財政に依存した経営となっている。また、昨

今の節水機器の普及や核家族化の進行等による水需要の減少から、今後、使用料

収入の大きな増加は見込めない状況にある。さらには、施設の老朽化に伴う改

築・更新費用の増加や物価高騰に伴う維持管理経費の上昇等に加え、令和７年度

からは埼玉県が管理運営を行っている流域下水道の維持管理負担金が値上げさ

れるなど、本市の下水道事業を取り巻く経営環境はより一層厳しさを増すことが

想定されている。 

　本審議会では、こうした現状を踏まえ、地方公営企業の経営原則である「受益

者負担の原則」と「独立採算の原則」を基に、経営の安定化を目指し、合計５回

にわたり慎重に審議を重ねた結果、次のとおり結論を得たので、意見を添えて答

申する。 
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２　下水道使用料改定の必要性 

　下水道使用料の改定については、①汚水処理に要する経費を原価とし、原価に

見合った適正な受益者負担を求めるべきであるにもかかわらず、不足する収入を

一般会計からの基準外繰入金で賄い、事業が運営されていること。②埼玉県へ支

払う流域下水道維持管理負担金が令和７年度から値上げされたこと。③物価上昇

傾向が続く中で、現行使用料のままでは令和９年度に下水道サービスの提供に必

要な資金の不足が見込まれること。④使用料収入の不足により施設の維持管理が

滞った場合、施設の老朽化による道路陥没や汚水ポンプの停止等のリスクが上昇

すること。⑤災害等の不測の事態が発生した場合においても、下水道サービスを

継続するためには一定の資金の蓄えが必要であること等、今後、より一層厳しさ

を増す下水道事業の経営環境を鑑み、将来にわたって安全で快適な下水道サービ

スを持続的かつ安定的に提供し、事業の円滑な運営を維持していくためには、下

水道使用料の改定は必要不可欠であると判断する。 

 

３　下水道使用料の改定について 

改定使用料の検討に当たっては、安定的かつ健全な経営のため、①一般会計か

らの基準外繰入金をゼロとする。②毎年度の年度末資金残高を９億円から１０億

円の範囲で確保する。③経費回収率１００％以上を達成するという三つの目標を

設定し、それらを実現するために必要となる使用料の検討を行った。 

（１）使用料の算定期間 

　　　既存施設の改築更新をはじめとする中長期的な事業計画を適切に使用料

へ反映させるため、令和６年１１月に策定した「朝霞市下水道事業経営戦略」

の計画期間である令和８年度から令和１５年度までの８年間を収支予測の

算定期間とした。 

（２）使用料体系 

　ア　基本水量制の廃止 

　　　下水道使用料における現行の基本水量制は、下水道の普及を促進し、公衆 

衛生の向上や生活環境の改善を図ることを目的に全国的に導入されてきた制 

度である。　 

しかしながら、本市の下水道の普及率や水洗化率は既に高水準に達してお

り、下水道の普及を目的とした基本水量制は、所期の目的を達したと言える。

また、下水道事業の経営基盤の安定には、使用水量の少ない使用者を含めた

全ての使用者で経営を支える使用料体系とすることが必要であり、使用水量

に応じた負担を求める公平性の観点からも、上水道と同様に受益者負担の原

則に沿って、基本水量制を廃止することが適当であると判断した。　　　　　　

一方で、これまで基本水量内に収まっていた使用者の負担を緩和する観点か
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ら、２か月当たり２０㎥までの使用量に関しては、従量使用料を低く抑え、

使用料負担の軽減を図ることが妥当であると判断した。 

 

イ　基本使用料と従量使用料 

下水道事業は装置産業であるため、施設整備に係る投資費用が大きく、固 

　　定費の割合が極めて高い事業である。使用料として回収すべき費用の大部分

は固定費であり、基本使用料によりこの費用を一定程度賄うことが可能とな

れば、使用水量の減少に対しても、安定的な事業継続が可能になる。 

しかし、基本使用料で賄う固定費の割合を高めた場合、２０㎥以下の使用

水量の少ない一般家庭などの値上げ率が高くなることから、使用水量の少な

い使用者に配慮しながら基本使用料を設定することが現実的であると判断し

た。また、本市の多量使用者の使用料単価は県内他下水道事業体と比較して

も廉価ではあるが、多量使用者の従量使用料については一般的に需要変動が

大きく、使用料収入に与える影響が大きいことに留意して設定することが適

当と判断した。 

 

ウ　従量使用料の区分の設定 

これまでの使用料体系では、２か月当たり２０㎥の基本水量を超過した使 

用水量から、超過料として、使用水量に応じた６段階の水量区分を設定して

いたが、基本水量制の廃止に伴い、１㎥から従量使用料を設定するとともに、

本市における核家族・単独家族の増加等、近年の使用水量の傾向等を踏まえ、

９段階の使用料体系に見直すことが妥当であると判断した。 

 

　　エ　公衆浴場用の使用料 

　　　公衆浴場は、保健衛生上必要なものとして利用される施設であり、県内一 

律の入浴料金の統制を受けることを考慮して、公衆浴場用の使用料について 

は据え置くことが妥当であると判断した。 

 

以上のことを踏まえ、次の下水道使用料改定案が妥当であるとの結論を得た。 
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下水道使用料改定案（現行と改定案の比較表）　　　　（２か月当たり・税抜き） 

 

（３）改定時期 

　　　　市民への周知期間を十分に確保することを考慮したが、既に埼玉県の流

域下水道維持管理負担金が値上げになっている状況等を鑑み、早期に収入

増加を図る必要があることから、改定日は令和８年４月１日とすることが

適当であると判断した。 

 

４　附帯意見 

　（１）定期的な見直し 

使用料改定については、昭和５７年の供用開始から今日まで一度も改　

定を行っておらず、長期にわたり据え置かれてきた。今後は、将来世代に負

担を先送りしないよう、社会情勢の変化や流域下水道維持管理負担金の動

向など、下水道事業を取り巻く環境の変化を考慮して、おおむね５年に一

度の頻度で定期的な検証と見直しを求める。 

 

　（２）使用料改定の周知 

　　　　下水道事業を円滑に運営するためには、市民と情報を共有し、相互理解

を図ることが重要である。特に下水道使用料改定は市民生活や事業所経営

に及ぼす影響が大きいため、使用者に改定の趣旨や内容等について理解が

得られるよう、積極的に情報発信を行い、周知に努めること。 

 

 用途 区分 現行 改定案 差額

 

一般

基本使用料 １，０００円 １，０００円 ０円

 

従
量
使
用
料
（
㎥
当
た
り
）

１０㎥まで
０円

２０円 ２０円

 １１～２０㎥ ３０円 ３０円

 ２１～４０㎥ ５５円 ７０円 １５円

 ４１～６０㎥
６０円

７５円 １５円

 ６１～１００㎥ ８５円 ２５円

 １０１～２００㎥ ６５円 ９５円 ３０円

 ２０１～１,０００㎥ ７０円 １００円 ３０円

 １,００１～２,０００㎥ ７５円 １１０円 ３５円

 ２,００１㎥以上 ８５円 １２０円 ３５円
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朝霞市上下水道審議会　委員名簿 

 

 

 
職 氏　　名 備　　考

 
会　長 前　田　　　敏 ３号委員（知識経験を有する者）

 
副会長 時　枝　宏　幸 ２号委員（上下水道使用者）

 
委　員 黒　川　　　滋 １号委員（市議会議員）

 
委　員 獅子倉　晴　樹 １号委員（市議会議員）

 
委　員 宮　林　智　美 １号委員（市議会議員）

 
委　員 小　川　正　喜 ２号委員（上下水道使用者）

 
委　員 佐　藤　久美子 ２号委員（上下水道使用者）

 
委　員 孫　　　恵　淑 ２号委員（上下水道使用者）

 
委　員 谷　　　ななみ ２号委員（上下水道使用者）

 
委　員 池　田　邦　臣 ３号委員（知識経験を有する者）

 
委　員 市　川　　　健 ３号委員（知識経験を有する者）

 
委　員 島　﨑　　　大 ３号委員（知識経験を有する者）

 
委　員 野　島　安　広 ３号委員（知識経験を有する者）

敬称略。区分別五十音順
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令和７年度　朝霞市上下水道審議会　審議経過 

 開催日 審議内容等

 

第１回 令和７年６月３日（火）

 

・市長諮問 

・下水道事業の概要 

・朝霞市の下水道事業会計について 

 

第２回 令和７年６月２７日（金）

 

・適正な下水道使用料の水準につい　 

　て 

 

第３回 令和７年７月２５日（金）

 

・使用料改定案について 

 

第４回 令和７年８月１８日（月）

 

・下水道パネル展（住民説明会）の実

施報告 

・使用料改定案について 

 

第５回 令和７年９月１日（月）

 

・使用料改定案について 

・答申書（案）の確認 


